
平 成 ２９年 度 鴨 川 市 文 化 財 保 護 審 議 会

平成２９年８月２２日 午後１時３０分

鴨川市文化財センター 学習室

１．開 会

２．あいさつ

３．会長、副会長の選出

４．議 件

（１）「誕生寺祖師堂」の指定について

※市内小湊の誕生寺に移動し、「誕生寺祖師堂」の現地視察を実施

（２）その他

５．閉 会



鴨 川 市 文 化 財 保 護 審 議 会 委 員 名 簿

任期：平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日

氏 名 住 所 生年月日 分 野 備 考

渡邉 宏
有形文化財

（建築）
元明石工業高等専門学校教師 継続

松原智美
有形文化財

（仏教美術）

中野区文化財保護審議委員

津田塾大学非常勤講師
新規

佐藤恵重 有形文化財
元安房博物館上席研究員

元長狭中学校長
継続

小谷善親 有形文化財
元小湊小学校長

善龍寺住職
継続

杉山春信 埋蔵文化財
元鴨川市遺跡調査会

主任調査員 陶芸家
継続

富樫辰也 記念物（海洋）
千葉大学海洋バイオシステム

研究センター 教授
新規

石橋整司 記念物（植物）
東京大学大学院農学生命科

附属演習林 林長
新規



鴨川市文化財の保護に関する条例（抜粋）

第４章 文化財保護審議会

（設置）

第２４条 教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、

並びにこれらの事項に関して教育委員会に建議するため、法第１９０条第１項の規定により鴨川市文

化財保護審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（組織）

第２５条 審議会は、委員１０人以内で組織する。

２ 委員は、識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

３ 審議会に、会長及び副会長各一人を置き、委員の互選により定める。

４ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。

（任期）

第２６条 委員の任期は、２年とする。

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（議事）

第２７条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。





３．議件

（１）「誕生寺祖師堂」の指定について

１．誕生寺祖師堂の指定に関する経緯

２０２１年、日蓮聖人生誕８００年記念事業の一環として、誕生寺祖師堂の文

化財指定の可否について、平成２８年９月に誕生寺及び関係者から打診があった。

平成２８年１０月６日、渡辺委員に誕生寺祖師堂の現状確認及び調査を依頼し、

市指定文化財の価値がある旨の所見を得た。

その結果を受けて、専門的な見地からの所見と判断を得るために、県文化財保

護審議委員の丸山純先生（元千葉大学教授）に調査を依頼し、平成２９年１月

１３日に、丸山先生による調査を実施した。その結果「市の文化財に指定する価

値は十分にあることが認められる」という所見を得た。

丸山先生による調査結果に基づいて、平成２９年６月５日付けにて、誕生寺よ

り調査書(資料１）と同意書（資料２）が提出された。

平成２９年８月１０日付け鴨教生第５２８号にて、市教育委員会から鴨川市文

化財保護審議会へ、「誕生寺祖師堂」の指定についての諮問がなされた。

２．教育委員会からの諮問に関する答申内容の検討

○「誕生寺祖師堂」は市指定の文化財に相応しい価値を有しているか否か。

○指定に際しての、条件や留意点等

（２）その他


















